
義務教育指導課 令和３年２月 

務教育指導課公式 facebook  https://www.facebook.com/hirogimu 

広島県教育委員会 HP  「帰国・外国人児童生徒等教育・日本語指導関連情報」 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku12/nihongoshidou.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

① 児童生徒が日本語を用いて学校生活を営むことができるようにする。 

② 児童生徒が在籍学級での学習に取り組むことができるようにする。 

学習内容は在籍学級の担任や教科担当教員と連携しながら進めることが求められます。 

 

児童生徒の日本語能力に応じた特別の指導（日本語指導）が必要な場合，通常の教育課程による指導だけでなく，「特別の教

育課程」を編成して日本語指導を行うことができます。 

 「学校教育施行規則の一部を改正する省令等の施行について」平成 26年１月 14日文部科学省通知 

  
 
 
 

  

日本語指導が必要な外国人児童生徒等が編入してきた。 
日本語での会話が難しい！！どのようにすればよいですか？ 

「特別の教育課程」を編成して，取り出しによる日本語指導を実施する

ことができます！ 

「特別の教育課程」の編成について 

外国人児童生徒等教育・日本語指導サポート資料 No.３ 

児童生徒の受入れ 
日本語の能力、生活・学習状況・適応状況等の把握 

日本語指導において特別な支援や配慮が必要 

 

 
 

日本語指導において 

特別な支援や 

配慮は不要 

 

※ 年間 10単位時間～280 単位時間を標準とする。 

※ NO.２参照 

     

【特別の教育課程】 

別教室での指導 

 

【通常の教育課程】 

 

 
 

【通常の教育課程】 

※ No.２で御紹介しました。 

学校における日本語指導の流れ 

「特別の教育課程」による日本語指導の目的 

※ 「特別の教育課程」による日本語指導と，「入り込み」指導等 
その他の指導を組み合わせて行うことも考えられる。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省 HP 学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の施行について（通知）平成 26年 1月 14日 【参考様式】より 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1341903.htm  

特別の教育課程編成・実施計画（参考様式 記入例） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

個別の指導計画 様式１（児童生徒に関する記録） 

 

N0.2で御紹介した，受け入れ時の

聞き取り内容を網羅している 

「様式１（児童生徒に関する記録）」で

す。是非，御活用ください！ 

文部科学省 HP 学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の施行について（通知）平成 26年 1月 14日 【参考様式】より 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1341903.htm  



 

 

 

 

個別の指導計画 様式２（指導に関する記録） 

 

児童生徒の日本語力について

記載します。 

文部科学省 HP 学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の施行について（通知）平成 26年 1月 14日 【参考様式】より 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1341903.htm  


